
町長日誌
（10 月 1 日～ 31 日）

10 月 1 日
～ 2 日

民生委員児童委員協議会視察研修
（福島県）

3 日 多古幼稚園秋季運動会
4 日 多古第一地区敬老会
5 日 東総衛生組合構成市町長会議および

全員協議会（旭市）
6 日 ㈱多古取締役会議
7 日 商工関係視察（茨城県常陸太田市）
9 日 フナ・ウナギ種苗放流

10 日 県ゲートボール連盟香取・海匝ブ
ロック親善大会

11 日 JA 多古町園芸部収穫祭
13 日 老人クラブ連合会第 2 回軽スポーツ

大会
成田空港圏自治体連絡協議会（成田市）

15 日 成田空港圏自治体連絡協議会による
国土交通省への申し入れ（東京都）

16 日 東総地区広域道路運営協議会監査
17 日 多古第三地区高齢者の集い
19 日 芝山町・多古町議会連絡協議会圏央

道［大栄～横芝間］事業推進に関する
要望活動（千葉市）

20 日 農業近代化資金利子補給運営委員会

　　 成田空港平行滑走路 2500 ｍ供用開始 
記念謝恩パーティー（成田市）
フォトサークルさざんか創立40周年 
記念式典

21 日 多古第二地区楽宴会
22 日 県県土整備部へ空港問題陳情書提出

（千葉市 ）
いきいきフェスタ TAKO2009 実行
委員会

25 日～ 27 日 区長会旅行（石川県）
28 日 満百歳祝記念品贈呈訪問

多古高校生との意見交換会
商工会理事との出張まちづくり懇談会

29 日 戦没者慰霊祭
30 日 県商工労働部へ空港周辺土地利用陳

情書提出（千葉市）
成田空港圏自治体連絡協議会（成田市）
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27 日 ( 日 ) 休 休 休 休 休 休 休

28 日 ( 月 ) 休 休

29 日 ( 火 ) 休 休 休 休 休 休 休 休

30 日 ( 水 ) 休 休 休 休 休 休 休 休

31 日 ( 木 ) 休 休 休 休 休 休 休 休

1 月   1 日 ( 金 ) 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

2 日 ( 土 ) 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

3 日 ( 日 ) 休 休 休 休 休 休 休 休 休

4 日 ( 月 ) 休 休

◆主な施設等の年末年始業務カレンダー（12月26日～1月4日）

◆可燃ごみの収集（○が収集日）

月・木曜日の収集地区

12月28日（月）　 ○

12月31日（木）　 休

1月  4日（月）　 ○

火・金曜日の収集地区

12月29日（火）　 ○

1月  1日（金）　 休

1月  5日（火）　 ○

　『高額医療・高額介護合算療養費制度』とは、医療保険
と介護保険の両方を利用している世帯の費用負担を軽減す
るための制度です。
　同一の医療保険（国民健康保険・後期高齢者医療制度・
職場の健康保険など）の世帯内で、毎年8月から翌年7月
までの１年間（平成21年度については平成20年4月から
平成21年7月までの16カ月間）に支払った医療費と介護
サービス費の自己負担額の合計（※1）が一定の額（自己
負担限度額※2）を越えた場合、申請によりその超えた分
の金額が支給されます。

　（※1） 「高額療養費」および「高額介護サービス費」と
して支給される分は除きます。

　（※2） 自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得などに
よって異なります。詳細は、住民課国保年金係
までお問い合わせください。

ご存じですか？

●多古町国民健康保険および後期高齢者医療制度の加入者
　12月下旬から１月中旬を目途に、支給対象となる 
世帯（平成20年4月1日から平成21年7月31日までの 
間に、ご加入の医療保険に変更があった世帯を除く）
に対して申請関係書類を郵送する予定です。
　定められた期間内に、住民課国保年金係へ申請して
ください。

●その他の医療保険（職場の健康保険など）の加入者
　加入している医療保険の窓口へ申請してください。
その際、事前に保健福祉課介護保険係（保健福祉セン
ター内☎76-3185）にて介護保険分の「自己負担額
証明書」の交付を受け、これを添付してください。

申請の方法

申請・お問い合わせ先

　平成20年4月1日から平成21年7月31日までの
間に、ご加入の医療保険に変更があった場合は、 
基準日（平成21年7月31日）時点の医療保険担当
窓口へお問い合わせください。

●多古町国民健康保険および後期高齢者医療制度の加入者 ➡ 住民課国保年金係　☎76-5405
●その他の医療保険（職場の健康保険など）の加入者　　 ➡ 加入している医療保険の窓口

高額医療・高額介護
合算療養費制度
高額医療・高額介護
合算療養費制度

高額医療・高額介護
合算療養費制度
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